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きたく参考となれば幸いです。

三田市消防本部

です。

　関係者の皆様に消防の理解を深めていただ

はしがき

　この年報は、令和６年中(一部は年度)に
おける三田市の消防状況を収録し、合わせて
累年のこれと比較対照し、将来の消防行政の
資料にすることを目的として編さんしたもの
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      １　統計早わかり

自然環境

人口・世帯数

      第１章　　総括

210.32㎢ 106,468人 47,475世帯 506人/㎢ 1,642,897千円

（令和７年４月１日現在） 面　　積 人　　口 世帯数 人口密度 消防予算

消防本部 　1 定員　115人 定員  704人 消防車両　5台 消火栓1,559基

施　　　設 署 消防吏員 消防団員 消防車両 消防水利

組　　　織

機　　　械

分　署　 　2 平均年齢 41.4歳 平均年齢 46.8歳 特殊車両等16台 プール 　36ヶ所

（令和７年４月１日現在） 消防署　 　1 現在員116人 現在員666人 救急車　　5台 防火水槽 810基

火　　災 救　　急 救　　助 その他災害 緊急通報

火　　　災

救　　　急

救　　　助

119受信件数

28件 4,933件 116件 434件 7,873件

その他災害 発生件数 出動件数 発生件数 発生件数 総件数　8,835件

(令和６年中）

防火ポスター

事業所2,041件 製造所    11件 該当対象物 幼年消防クラブ 応募数

予　　　防

民間防火組織

防火対象物 危険物施設 防火対象物定期点検 民間防火組織

棟数　3,433棟 取扱所    71件 75件 2006人 145点

（令和７年４月１日現在） 　 貯蔵所   226件 　 19クラブ
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２  三田市勢 

   三田市は兵庫県の南東部に位置し、南は神戸市 

北区、東は宝塚市、猪名川町、西は加東市、三木市、  

北は丹波篠山市に接しています。市域は北部と東部   

の山間部と南西部の丘陵地帯、南東部の盆地に 

わかれています。 

  市内には北西から南東にかけて武庫川が流れ、 

波豆川や羽束川・黒川・青野川などの支流が注ぎ込ん 

でいます。また、青野ダムや大川瀬ダムをはじめとし 

た、大小さまざまな貯水池があり、豊かな水源を有し  

ています。 

  市域南西の丘陵地には、住宅地が広がり、市内の人口の５割弱が居住しています。  

北部の山間部では農業が盛んで、田園風景が広がり、豊かな自然環境が保たれていま

す。 

  現在、三田市では「ひと」「まち」「さと」が織りなす未来都市を都市像としたまちづく

りに着手しており、防災・救急体制の充実強化の取り組みとして、より強固な消防体制を

目指して、住民の皆さまと協力した自助・共助・公助体制の確立、消防の機動力を生かし

た活動などに取組み、快適で安全・安心な暮らしができる

協働社会を目指したまちづくりを進めております。 

 

・三田市の消防 

 三田市消防本部は、昭和４１年に発足し、今日まで市民

の皆さまが安心して暮らすことのできるまちづくりに取

り組んできました。      

平成１６年度は市西部に西分署を開設、平成２３年度

は市北東部に東分署を開設し、更なる消防防災への対応 

能力の充実強化を実施しました。 

 また、消防団は７分団、車両１３台・６６６名の地元の

方々に支えていただき、消防力の強化に貢献していただいております。 
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３ 令和６年中の災害状況 

・火災の状況 【参照 P３８～】 

令和６年中に発生した火災件数は２８件で焼損面積は建物１７４㎡、林野２ａ、 

損害額は３８，９５９千円。死者は１名、負傷者は３名でした。 

（１）火災種別について 

   「建物火災」とは、建物・収容物の火災で、「車両火災」とは、自動車・バイク等

の車両の火災をいいます。「林野火災」とは、山林・原野の火災をいい、山火事が

これにあたります。「その他の火災」とは、上記以外の火災のことをいい、田畑や

川の土手、公園・造成地の雑草やベンチ、ごみや野積み資材等の火災で分類は多岐

に渡ります。 

（２）火災件数の推移 

   火災件数全体では前年の３２件から４件減少して２８件となり、火災種別ごとに

みると「建物火災」が１１件で３件減（前年１４件）、「車両火災」が１件で     

増減なし（前年１件）、「その他の火災」は１５件で１件増（前年１４件）、     

「林野火災」は１件で２件減（前年３件）となりました。 

（３）火災による死者・負傷者 

   火災による死者は１名で前年より１名増（前年０名）、負傷者は３名で前年より

４名の減（前年７名）となりました。 

（４）損害額の推移 

   火災による損害額は、前年の１,８２５,７８５千円から１，７８６，８２４千円

減少し ３８，９５９千円となりました。 

（５）焼損面積の推移 

   建物焼損面積は前年度の１１,２１８㎡から減少し、１７４㎡でした。林野焼損  

面積は、前年の５４ａから減少し、２ａとなりました。 

（６）出火原因の状況 

   出火原因で最も多かったのが、不明・調査中、その他で共に６件発生しました。

次いで、たき火によるものが５件、火入れよるものが４件、こんろによるものが３

件、火あそび、排気管、放火、配線器具によるものが共に１件となりました。 

 

火災発生件数 内訳

その他の火災

建物火災

林野火災

車両火災

建物火災

11件

林野火災

1件

車両火災

1件

全件

28件

その他の火災 

15 件 
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・救急の状況 【参照 P４５～】 

 

（１）救急件数と搬送者数 

   救急出動件数は４,９３３件、搬送人員は４,２４５人となり、前年に比べ出動 

件数は４４件減少し、搬送人員については５４人の増加となりました。 

   １日あたりの平均救急出動件数は市内全体で１３．５件となり本署が３,４７５件、

西分署が９１６件、東分署が５４２件となりました。 

（２）出動の状況 

   救急出動件数の内訳で、主なものは急病が３,２１１件（６５.１％）、一般負傷

の８３６件（１６．９％）、転院搬送の４１２件（８．４％）となっています。 

   傷病程度別では、重症が２１４人（５.０％）、中等症が１，９４８人（４５．９％）、

軽症が２，０６４人（４８．６％）となっています。 

   熱中症による搬送者数については、５５人になりました。 

急病

一般負傷

転院搬送

交通

その他

労働災害

運動競技

自損行為

火災

加害

水難

資器材搬送

急病

３２１１件

転院搬送

４１２件

運動競技 ５２件

自損行為 ２７件

火災１３件、加害９件、水難１件、

資器材搬送０件

全件

４９３３件
一般負傷

８３６件

交通

２８７件

労働災害 ４６件 

その他 ３９件 
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・救助の状況 【参照 P５０～】 

（１） 救助件数及び活動件数 

    令和６年中の救助事案の件数（救助出動件数）は、１１６件（前年１３５件）

であり、このうち救助活動を実施した件数（救助活動件数）は５３件、救助した

人員は５２人でした。 

（２） 救助件数の内訳 

救助出動件数の内訳で最も多いのは、建物事故で６０件（前年７７件）、次い

で交通事故３２件（前年２５件）、その他１６件（前年２６件）、ガス及び酸欠

事故４件（前年１件）水難事故２件（前年５件）、火災が１件（前年比増減な

し）、機械事故１件（前年０件）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物事故

交通事故

その他

ガス及び酸欠事故

水難事故

火災

機械事故

建物事故

60件

その他

16件

火災 1件

交通事故

32件

機械事故 １件

ガス及び酸欠事故 4件

全件 

116 件 

水難事故 2 件 
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４ 三田市消防本部の沿革 

Ｓ 41.5  

Ｓ 41.9 

Ｓ 42.3 

Ｓ 42.4 

Ｓ 42.10 

Ｓ 45.3 

Ｓ 50.7 

Ｓ 50.9 

Ｓ 54.7 

Ｓ 55.3 

Ｓ 58.1 

Ｓ 62.3 

Ｓ 63.3 

Ｓ 63.7 

Ｓ 63.8 

Ｈ 2.3 

Ｈ 5.3 

Ｈ 5.5 

Ｈ 6.2 

Ｈ 6.12 

Ｈ 7.11 

Ｈ 8.3 

Ｈ 8.４ 

 

 

Ｈ 8.12 

Ｈ 9.12 

Ｈ 10.2 

Ｈ 10.3 

 

 

Ｈ 10.4 

Ｈ 11.3 

Ｈ 11.12 

Ｈ 12.3 

Ｈ 12.11 

Ｈ 14.2 

Ｈ 15.6 

Ｈ 16.3 

消防本部消防事務を開始 

三田市天神１丁目１番１号に庁舎建設開始 

消防庁舎完成竣工 

消防署開設(署員１８名、車両２台をもってスタートした） 

消防専用無線電話機を購入配備し消防無線局を開設（基地局１、移動局３、携帯局２）  

生命保険協会からＡ級救急車の寄贈を受け救急業務を開始 

神戸市、篠山町、丹南町、今田町と消防相互応援協定を結ぶ 

猪名川町と相互応援協定を結ぶ 

吉川、加東消防事務組合と相互応援協定を結ぶ 

有線サイレンを廃止し、無線サイレン方式に改めた（基地局１、子局２） 

無線設備充実のため、県波用基地局無線設置 

無線設備充実のため、救急波用基地局無線設置 

舞鶴自動車道消防相互応援協定締結 

中国自動車道兵庫県地域消防相互応援協定締結 

兵庫県広域消防相互応援協定締結 

救助活動の充実強化を図るため救助工作車購入 

消防本部新庁舎の基本設計開始 

災害応急対策活動の相互応援に関する協定書に基づき、覚書を締結する 

１． ５ｔ級水槽付消防ポンプ車を購入、消防力の充実強化を図る 

新庁舎建設工事が始まる 

災害の多様化に伴い資機材搬送車の１．５ｔ積載用トラックを導入 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を配備し、救急業務の高度化を図る 

救急救命士制度を運用開始し、病院側に受信施設を設置し医師の指示のもと救

命率の向上を図る 

新庁舎竣工 

高層建物への消防力の充実強化を図るため、５０ｍ級はしご付消防車を配備 

無線サイレン吹鳴設備を市役所南分館に増設 

緊急消防援助隊活動車両として支援車を配備 

危険物施設災害活動への消防力の充実強化を図るため､化学消防ポンプ車(Ⅱ型）

を配備 

応急救助活動器材を消防団器具庫に配備 

携帯電話 119 通報受信開始 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を追加配 

高層建物への消防力の充実強化を図るため、はしご付消防車を配備 

損害保険協会より 2ｔ級水槽付消防ポンプ自動車の寄贈を受ける 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を追加配備 

消防指令車を更新 

三田市長坂に消防分署庁舎建設開始  

緊急消防援助隊活動車両として指揮車を配備 
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Ｈ 16.3 

Ｈ 16.4 

Ｈ 17.3 

Ｈ 18.3 

Ｈ 19.3 

 

Ｈ 21.12 

Ｈ 22.1 

 

Ｈ 22.3 

 

Ｈ 22.9 

Ｈ 23.3 

Ｈ 23.4 

Ｈ 24.12 

Ｈ 25.12 

Ｈ 26.2 

Ｈ 26.3 

 

Ｈ 27.1 

Ｈ 27.3 

 

Ｈ 27.4 

 

Ｈ 27.12 

Ｈ 29.2 

Ｈ 29.3 

Ｈ 30.1 

Ｈ 30.12 

Ｒ 元.4 

Ｒ 元.6 

Ｒ 元.9 

Ｒ 元.11 

 

Ｒ 2.3 

Ｒ 2.11 

Ｒ 3.4 

Ｒ 3.11 

消防署西分署庁舎竣工 

消防署西分署業務開始災害対応特殊救急車（高規格救急車）を追加配備 

H 17.11携帯電話１１９通報直接受信方式へ移行 

消防ポンプ車を新たに配備 

緊急消防援助隊活動車両として救助工作車（Ⅲ型）へ更新 

日本消防協会より消防指揮車の寄贈を受け、更新 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を更新 

平成 23年 3 月消防東分署開庁に向け、志手原地区に用地購入  

阪神広域防災訓練・三田市総合防災訓練を実施 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を更新 

水槽付消防ポンプ車を更新 

三田市志手原に消防分署庁舎建設開始 

消防署東分署庁舎竣工 

消防署東分署業務開始 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を更新 

人員搬送車を更新 

後方支援車を配備 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）を更新 

総務省消防庁より団広報車の貸与を受ける 

消防ＯＡシステム導入・運用開始 

資器材搬送車を更新 

消防ポンプ車を更新 

消防ポンプ車を東分署へ配備 

消防救急デジタル無線運用開始 

災害対応特殊救急車（高規格救急車）のを新 

支援車を更新 

消防化学ポンプ車を更新 

水槽付消防ポンプ車を更新 

特殊屈折はしご車を更新 

初の女性消防士を採用 

119 番通報に伴う多言語同時通訳サービス開始 

西分署の高規格救急車を更新 

救急普及啓発広報車を配備 

(一般財団法人日本宝くじ協会の助成を受け一般財団法人救急振興財団より寄贈) 

ＮＥＴ１１９緊急通報システム導入 

消防署の高規格救急車を更新 

消防署の高規格救急車を更新 

１５ｍ級はしご車を更新 
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Ｒ 5.2 

Ｒ 5.3 

Ｒ 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署の高規格救急車を更新 

消防ポンプ車を更新 

救助工作車を更新 

8



５　消　防　組　織　・　機　構　図

 三田市消防署西分署　　　　 　〃　　　　　　平成１６年４月　１日
 三田市消防署東分署　　　　 　〃　　　　　　平成２３年４月　１日

【消防組織・機構図】　　　　　　　　          　   　　　　　　            　　

職員の人事、分限、懲戒、教養
消防団関係

 課長　　　1名
 副課長　　1名

消防職員委員会、行政財産関係

  課長　　　1名
  担当課長　1名
　副課長　　3名 指令1係　    （ 5名）

1名     1名　   課長　　　1名

  課長　　　1名 防火管理者、自主防災組織の育成
  副課長 　 1名

危険物製造所等の許可及び検査

1名 　副署長　3名　うち1名分署長を兼務

東分署当務1係（ 5名）主幹1名含む
東分署当務2係（ 5名）

西分署当務1係（ 6名）主幹1名含む

西分署日勤　 （ 1名）

市長
文書事務の総括、予算決算、庶務関係

 三田市消防本部　　　　　　設置年月日　　　 昭和４１年５月１０日
 三田市消防署　  　　　　　　 〃　　　　    昭和４２年４月　１日

 三田市消防本部　　　　　　所　在　地　　   三田市下深田３９６番地
 三田市消防署　　　　　　　  　〃　　　　      　　　　〃
 三田市消防署西分署　　　　　　〃　　　  　 三田市長坂１１４３番地
 三田市消防署東分署　　　　　　〃　　　 　  三田市志手原２１６番地６号

（令和７年４月１日現在）

管　理　係　 （ 2名）　　

総 務 課（5名）

庶　務　係　 （ 2名）　　

うち1名副課長が兼務

警 防 課（14名）
消防訓練､消防水利、開発行為、震災対策
防災訓練、救助隊員の養成訓練、指令事務

警防救助係　 （ 2名）うち1名副課長が兼務

指　令　係　 （10名）うち2名副課長が兼務

うち1名副課長が兼務指令2係　　　 ( 5名)
うち1名副課長が兼務

119通報の受信、消防本部代表電話の受信

消防長 次　長 救 急 課（ 2名） 救　急　係　 （ 1名）

救急1係　    （ 7名）

救急業務の企画・運営、救急技術の研究及び
指導、救急の教育訓練、救急救命士の養成

予　防　係　 （ 3名）
予 防 課（ 6名）

予防査察、予防広報、消防設備の指導

危険物係　　 （ 2名）

兵庫県消防学校へ出向　1名

うち1名副課長が兼務

兵庫県消防防災航空隊へ
出向　1名

署  長 消 防 署（60名）
警防救助1係　（16名）主幹2名含む
警防救助2係　（15名）主幹2名含む

  主幹　 1名

救急2係 　   （ 7名）
予防1係 　　 （ 3名）
予防2係 　 　（ 3名）
庶務1係 　　 （ 3名）
庶務2係 　 　（ 3名）

東 分 署 (11名）

分署長　1名　副署長が兼務

  主幹　 2名

西 分 署 (13名）
西分署当務2係（ 6名）

分署長　1名　副署長が兼務
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 消防団の活動 

・消防団の組織 

 三田市の消防団は、明治時代にさかのぼり、消防組としてその組頭は町村長が兼任し

ており、昭和１４年４月に消防組は警防団に改称され、その後、周辺町村との合併等に

よる市勢の変遷を経て、現在の７分団(定数 704 名)の消防体制を確立しました。 

 

[消防団の組織］ 

  分団数 定数 実数 

三田市消防団 ７分団 ７０４人 ６６６人 

 

・消防団の業務・活動 

 消防団員は、「自らの地域は自らで守る」という精神に基づき、地域の安全と安心を

守るため活躍する崇高なボランティア精神を持った団体です。 

 火災発生時にいち早く現場へ駆けつけ消火活動を行うばかりでなく、地震や風水害な

ど大規模災害や林野火災時には多数の団員を動員し、災害防ぎょ活動を行うなど地域に

おける消防防災の中核的存在として重要な役割を

果たしています。 

 また、平常時においても、訓練のほか、応急手当

の普及指導、警戒、広報活動などに従事し、消防・

防災力の向上や地域コミュニティの活性化に貢献

し、市民に密着した安全で安心して暮らせるまちづ

くりのため、団員が一致団結し活動を続けていま

す。 

［年間の主な活動・行事］ 

月        

４月 消防大会     

５月 消防団フェア  
６月 危険物安全週間訓練  

７月 夏期訓練     

９月 ポンプ操法大会   
 

１０月 消防団ポンプ一斉点検   

１１月 秋季火災予防運動(訓練・広報)   

１２月 年末特別警戒     

１月 文化財防火訓練     

２月 新入団員・幹部団員研修   

３月 春季火災予防運動(訓練・広報) 
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・消防団の施設・装備 

 平成２８年１２月から株式会社モリタの協力により、機能別班（企業連携消防団）が

発足し、企業内に小型動力ポンプ付積載車を配備しています。 

[消防ポンプ自動車等の配備状況］ 

小型動力ポンプ付積載車 １３台 

小型動力ポンプ １３台 

 

 

７ 消防本部重点施策 

・非常時に備えたまちづくりの推進 

 阪神・淡路大震災は、都市の防災に様々な教訓をもたらしました。この震災を契機に、

市民の防災意識が高まりを見せています。 

いつ起こるかわからない災害に対して、常日頃から市民一人ひとりが備え、災害時に

は適切に助け合うことができる防災まちづくりに取り組んでいきます。 

・火災予防と速やかな消火活動の推進 

 都市化の進展に伴い多様化・複雑化している火災は、人の生命や財産を奪うとともに、

近隣への被害を拡大する恐れがあります。 

また、本市の地域特性として、高層住宅や工場、高速道路などにおいて、様々な火災が

起こる可能性があります。 

 このような多様化・複雑化している火災に対応するためには、本署、分署への適正人

員の配置を進めるとともに、老朽消防車両の更新及び消防資機材、情報通信システムの

最新化を図る必要があります。また、防火意識の高揚を図るため、地域住民による自主

防災組織や事業所に

よる自衛消防隊が消

火・避難訓練を繰り返

し行うことにより、市

民一人ひとりが火災

予防に努め、初期消火

活動や救援救助活動

などを速やかに行え

る地域防災力を高め

ていくことが必要で

す。 
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・更なる救急体制の強化にむけて 

 救急件数の増加に伴う需要拡大と多様化に対応するため、人材育成と装備の拡充に重

点を置き、救急体制の強化に取り組んでいます。 

 人材育成については、救急救命士の計画的な新規養

成と資格取得後の研修を進めています。また、装備の

充実も計画的に実施されており、救急車に積載されて

いる各種装備についても最新のものを導入しており

ます。 

・救急応急手当の普及啓発 

 突然、心臓や呼吸が止まってしまった人の命を救

い、社会復帰に導くための一連の 行いを「救命の連鎖」といいます。 

「救命の連鎖」は、「心停止の予防」「心停止の早期認識と通報」「一次救命処置」    

「二次救命処置」の四つの輪が途切れることなく素早くつながることで救命効果が  

高まります。特に最初の三つの輪は居合わせた市民の皆さんにより行われることが期待

されています。 

 消防署ではもしもの時に役立つ応急手当や心肺蘇生法を学ぶために「救急講習会」や

「普通救命講習」を開催しています。また、「命をつなぐ」授業と題し、主に小学校   

５.６年生を対象に救命講習を行い、命の大切さに対する潜在的な意識の向上を図り、  

将来的な※バイスタンダーＣＰＲ実施率を高め、傷病者の社会復帰率の上昇を目的  

として実施しています。 

 一人でも多くの人が社会復帰できるよう応急手当の普及啓発に取り組んでいきます。 

※救急現場に居合わせた人（発見者等）による救命処置のことをいう。 
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第２章  災害を防ぐために 

１ 防火対象物現況 

・防火対象物の現況  

  三田市における防火対象物（消防法施行令別表第１に掲げるもので、消防用設備等

を必要とするもの）の事業所総数は２，０４１事業所を数え、防火対象物棟数は     

３，４３３棟となっています。 

 

・住宅用火災警報器 

  平成１６年の消防法改正により、平成２３年６月までにすべての住宅に「住宅用    

火災警報器」の設置と維持が義務付けられました。三田市では令和６年６月時点での 

住宅用火災警報器の普及率が８２.０％（推計）となっています。 

  今後も、更なる設置率向上に向けて職員が警報器の必要性を説明し、一日も早く 

すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置を呼びかけていきます。 

 

２ 防火指導 

・消防同意 

  建築行為の際、新築・増築・改築または用途変更等において、火災予防について     

設計の段階から関与して、建築物の防火安全を高めるため、指導･審査します。 

  また、消防同意の必要がない建築物については、通知書を受理します。 

令和６年度の消防同意件数は、昨年度より２件増加し、５４件となっています。 

 

・消防用設備等設置指導 

  消防法の規定に基づき、防火対象物に、消火設備、警報設備、避難設備及び消防隊

が消火活動上必要な施設や設備等を設置指導・審査します。 

 

・火災予防条例等指導 

  火災予防条例等の規定に基づき、火を使用する設備の位置・構造及び管理、指定    

数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いを指導・審査します。 

 

・各種防火講習会 

  火災を未然に防止し、被害を軽減させ、火災予防思想の高揚と防火管理体制の強化

を図ることを目的としています。 

 

・防火管理業務 

  防火管理業務とは、管理権原者が防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、      

これに基づき行わなければならない防火上必要な業務及び管理をいいます。 

  防火管理者は、その責務の重要性を認識し、管理権原者との連携を密にし、必要に

応じて指示を求め、誠実に業務を行わなければなりません。 
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・防火管理講習 

 消防法に規定する防火管理者の資格を付与するため、年２回防火管理講習が実施  

されます。（日本防火防災協会主催・甲種乙種併催） 防火管理者有資格者は、防火

対象物において防火管理業務に従事することができます。 

 

・予防査察 

 消防法の規定に基づき、防火対象物の位置・構造・設備及び防火管理業務について  

定期的に立入検査することにより、火災発生危険や人命危険を未然に防止することを目

的としています。 

  防火対象物の規模や用途別に計画的に実施しており、令和６年度については１８１事

業所を対象に実施しました。 

 

・違反是正指導 

 予防査察の際に、各種報告や防火管理、消防用設備等について消防法等の違反や不備

が見つかった場合に査察結果通知書によりその内容を通知し、是正を促します。 

 是正されない場合は、警告により行政指導を行い、それでも是正されない場合は命令

による行政処分を行います。 

 

３ 予防広報 

・火災予防広報 

 火災の予防と火災による被害を軽減させるため、市民一人ひとりに防火意識を持って

いただくよう各事業所・公的施設にて消防訓練や防火イベントを開催し、火災予防を

呼びかけています。 

 また、日頃からも幼年消防クラブの園児、夏休みこども防火教室に参加の小学生、ト

ライ・やるウィークの中学生とともに啓発活動に取り組んでいます。 

 

・幼年消防クラブ 

 火の大切なことや火の取扱いを間違えたときの恐ろしさを教え、将来における火災 

予防の効果を期待し、「火遊び等」を原因とした火災の減少を図るために結成された

組織です。 

 年中行事として、こいのぼりやクリスマス会、そして節分などの催し物を通じて消防

職員が園児との交流を通して防火意識の高揚を図っています。 

 

・防火ポスターコンクール 【参照 P２７】 

 市内小学校２０校の３年生を対象に、冬休みの社会科     

課題学習として、防火ポスターを募集し、コンクールを  

開催しました。 

 これは課題に取り組む小学生はもちろん、その家族に 

対しても防火の啓発を促すことを目的としています。 

  令和６年度は、８校から１４５点の作品応募がありました。 

最優秀賞作品 
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・火災予防運動・危険物安全週間 

 春と秋の全国火災予防運動は、火災が発生しやすい気候となる時期を迎えるにあたり、

火災予防思想の一層の啓発を図り、火災の発生を防止することを目的としています。 

 火災予防運動期間中には、各事業所へ防火ポスター等を配布し、市内一円を巡回しな

がら、火災予防を呼びかけています。 

 危険物安全週間には、各事業所に立看板の掲示を依頼し、危険物の安全管理を図って

います。 

また、各期間中には市広報紙や報道機関を通じて広報を行い、各事業所・消防団等を   

交えた合同消防訓練を実施しています。 

 

４ 危険物規制 

・危険物保安体制  

 近年の科学技術、産業経済の発展により、危険物を取り巻く環境には著しい変化が  

みられ、起因する災害も多様化の傾向にあります。 

 当市においては、危険物災害における被害を軽減するため、査察や講習会等の機会を

通じ、危険物の貯蔵及び取扱いについて、関係機関に指示、指導を実施しています。 

 また、地震等における危険物事業所の自主保安体制のより一層の充実・強化を図り、

市民生活の安全をさらに高めていくため、法令等の適正な執行とともに、危険物     

取扱者に対して的確な指導や査察体制の充実強化に努めています。 

 

・危険物各種申請  

 危険物施設の設置又は変更の許可申請があった場合、市長は許可申請を審査し、    

危険物法令に適合していると認めるときは、許可書を交付します。許可書の交付後、

当該施設が申請のとおりに完成していた場合は、完成検査済証を交付し、その後使用

開始となります。 
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第３章  市民の安全安心 

１ 火災出動体制 

  現在、消防署には指揮隊、消防隊・救助隊・  

はしご隊・救急隊、西分署に消防隊・救急隊、 

東分署に消防隊・救急隊を配備しています。 

各隊の配備については、消防車両ごとの  

役割や積載する資機材などを基に行われて 

います。 

 火災発生の際は、指令室が１１９番通報等  

で受信した情報を基に、消火だけでなく救助  

や救護活動の必要の有無を判断し、出動隊の 

編成を行います。 

 また、災害の規模が大きく、応援が必要な場合には、非番員（当番勤務明けの職員）

の招集や、消防団、または近隣の他市消防への応援要請が実施できるよう、出動体制

を整備しています。 

 都市構造や社会構造の変化に伴い、災害が多種多様化する中、これらの発生を未然に 

防ぎ、また被害を最小限に抑えるため、機動性や技術の向上を図り、消防力の強化に

努めています。 

 

２ 救急出動体制 

   現在、本署に救急隊を２隊、西分署に１隊、東分署に１隊を配備しています。 

  市内で発生する救急事案に対応すべく、出動体制の整備・資器材の充実・救急隊の

教育に取り組んでいます。  

 また、救急隊員の感染防止対策の徹底及び健康状態の把握に努めています。 

・救急業務の高度化 

  救急業務の高度化に対応するため、救急隊員の人材育成に重点を置いた取り組みを

行っています。 

  救命率向上を目的として、平成２６年度より全国において救急救命士による処置  

項目の拡大が行われました。重症者に対して実施する点滴処置や薬剤投与は高度な  

知識と技術を要するため、救急救命士の中でも資格認定制とされています。既に資格

認定を受けた救急救命士が救急現場で活躍していますが、今後も継続して資格者の 

養成を実施していきます。 

  また、救急業務における指導者の育成を目的として、平成３０年度より指導救命士

の養成を開始しました。指導救命士とは指導を行うために専門的な教育を受け、認定

された救急救命士であり、救急業務の高度化を牽引する人材の育成にも取り組んで 

います。 
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３ 救助出動体制 

   救助隊は消防署に配備され、市内全域を管轄しています。 

  近年における救助出動の事故種別の中で特に多いのが、一人暮らしの方が急病と  

なり、動けないため部屋に閉じ込められてしまう事故が全国的に増加しつつあり、  

当市においても増加傾向にあります。これは、高齢化社会や単独世帯の増加による  

家族構成の多様化が原因と考えられます。 

  火災・交通事故・機械事故・建物内の閉じ込め等の多様化 

する災害に対応するため、消防隊・救急隊と連携を強化し、  

日々の訓練にて知識・技術の向上を図り、市民の皆様に信頼 

される救助隊を目指しています。 

・救助訓練 

 救助隊は、日々の訓練により専門的な知識及び技術の向上 

を図り、何事にも屈しない強靭な体力と気力の養成を行って

います。 

 また、多種多様な災害現場に対応できるよう、実践的な   

訓練を実施するため、消防隊との合同訓練や、三木市にある

消防学校での専用施設を使用しての訓練も取り入れ、災害に 

迅速かつ適切に対応できる隊員育成に取り組んでいます。 

 

４ 消防情報通信体制 

・１１９番通報 

  令和６年中の受信件数８８３５件のうち、１１９専用回線での受信が７８７３件、

加入電話での受信が６１３件、その他の受信が３７４件でした。１日あたりの受信  

件数は２４．２件でした。 

  通報種別の内訳は、自宅等の固定電話、IP電話からの通報が４３％で、携帯電話に

よる通報が４６％を占めています。 

 

受信

件数

8,835件

固定電話119番

携帯電話119番

IP電話119番

加入電話

その他

固定電話119番

1,924

22％

携帯電話119番

4,085 46％

IP電話119番

1,839

21％

加入電話

613

７％

その他 374 4％
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・発信地表示システム 

  携帯電話の普及に伴い、屋外からの１１９番通報が増加傾向にあります。消防本部  

指令室には、「発信地表示システム」が導入されており、ＧＰＳ機能のある携帯電話

からの１１９番通報の場合、通報場所をある程度特定することが可能で、迅速に対応

できる ようになりました。 

  例えば、登山者が目印のない山中で救急要請を行った際に、このシステムを活用し、

迅速に現場特定ができるようになります。 

 

・緊急通報システム 

   一人暮らしのお年寄り等を対象に発信機を自宅に取付け、急病や怪我あるいは事故

等の時、ペンダントボタン又は通報ボタンを押すと信号を受信した業者が傷病者から  

詳細を聞き取り、消防本部に通報するシステムです。 

 

・多言語同時通訳サービス 

 外国人が１１９番通報を行った場合に、外国人通報者、消防本部指令室、電話通訳   

センターとの三者が同時に通訳を交えて通話でき、迅速な出動が可能となるサービス

です。 

３６５日２４時間サービス稼働しており、２２言語に対応できます。 

 

・障害者用ファックス 

   耳や言葉の不自由な方のために、消防本部指令室に設置された専用の緊急受信     

ファックスです。 

  火災、救急等の専用用紙に必要事項を記入していただき、指令室で受信して災害出

動します。 

 

・NET１１９緊急通報システム 

  聴覚や発音に障害のある方のための緊急通報システムです。ＧＰＳ機能付きスマー

トフォン等のインターネット接続機能を利用して、自宅や外出先から素早く１１９番

通報ができます。 

  位置情報を用いて外出先の居場所を伝え、チャット機能による消防機関とのやり取

りにより、音声を用いることなく１１９番通報が可能となります。 
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受信件数中、火災や救急等の災害通報は５，０９５件でした。病院照会やその他の

問い合わせ等は３，７４０件で、全体の４割を占めています。 

 

・受信件数の推移 

 

救急

4,531

51％

その他（問い合わせ等 )2,683 31％

火災 29 0％
救助 115 1％

その他災害 331 4％

他市への転送 89 １％

誤報 221 3％

重複 201 ２％

病院照会 635 7％

受信件数

8,835件

7,637

6,628

6,435

7,499

8,498

8,835

6,774

5,860

5,628

6,620

7,633

7,873

4,261

3,851

3,963

4,731

5,557

5,511

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

事案件数 119番受信件数 受信件数
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２　年度別消防予算の推移

※　令和７年度の市民一人当たりの消防費…約15,430円　

1,389,216
330,752 1,545,149

R6 1,389,216 705 163,200 15,375 1,209,936 3.7%

1,110,737
R5 1,137,735 76,662
R6 1,136,528 75,551

73,386 165,383R4

177,137

      区分

  年度

71,904
1,135,302

1,349,506

R2
183,400
106,200 20,140

R3
1,183,876693

693

第１章　　予算・人事

国県支出金地　方　債そ　の　他

      区分

  年度
消防費予算額

特定財源

3.1%
3.3%

（当初予算額　単位千円）１　年度別消防予算財源内訳の推移

一般予算における
消防予算の割合

62,000 30,430
16,016
716 1,081,139

1,137,473
H31 1,174,285

1,279,829

一般財源

消防費（合計）

205,769
140,605
79,853

1,204,625 3.5%

1,349,506

1,279,829
1,174,285

19,303
3.7%155,400 9,537

48,680 1,201,676 3.6%

1,408,021

　平成30年度からの年度別予算の推移を表にしたもので、消防施設費においては年度ご
とに変動していますが、常備・非常備消防費共に消防力の強化に伴い増加傾向にありま
す。、平成30年度ははしご車（35m級）の更新に伴い増加となっています。平成31年度は
女性職員採用に伴い、消防本部の施設改修を実施しました。令和2年度には、救急車2台
の更新や新型コロナウイルス対策資器材の導入も数多く見られました。令和3年度には、
はしご車（15m級）の更新や庁舎の改修を実施しました。令和4年度には、ポンプ車と救
急車の更新・3分団器具庫の建替えを行いました。令和6年度には、救助工作車の更新を
行いました。

（当初予算額　単位千円）

70,766

1,408,021

1,247,741

R4

3.5%

R7 1,200,004 80,200 362,693 1,642,897

R5 1,545,149 693 294,100

R7 1,642,897 705 354,400 40,051

1,023,666
1,067,320R2

H31

常備消防費 非常備消防費 消防施設費

R3 66,950

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（千円） 消防費の推移
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合計 1 2 21 51 27
29

3 11 116
  ５１才以上   1 2 14 12

21
４６才～５０才 7 9 16

16
４１才～４５才 21
３６才～４０才 9 7

6
３１才～３５才 17 17
２６才～３０才

5

3 3

5
２１才～２５才 6 6
２１才未満

３　年齢別職員数
※　職員の階級別年齢を表したもので、全職員の平均年齢は41.4歳です。　　

階級
消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士 計

年齢

(令和7年4月1日現在)

0

5

10

15

20

25

30

35（人）

消防士

消防副士長

消防士長

消防司令補

消防司令

消防司令長

消防監
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救急救命士養成所 7ヶ月

指導救命士養成研修

惨事ストレス研修

上級幹部科 17日

1

0

2日 1

51日

1

機械課程 5日 1

1

1

0

1

兵
庫
県
消
防
学
校

４　令和６年度消防職員研修状況一覧表

研修内容 日数
階級

計
司令長 司令 司令補 士長 副士長 消防士

2

専科教育　　警防科 10日 1 1

通信指令科 5日

　初任科教育 6ヶ月 2

2　〃　　 　 救急科 38日

0

2

1

　〃　　火災調査科 10日 1 1

　〃　　　危険物科 5日 1

　〃　　　　救助科 22日

0

　〃　　特殊災害科 10日 2

　〃　　予防査察科 10日

2

0

　〃　　　中級幹部科 7日 1 1

幹部教育　初級幹部科 10日

0

救急救命士追加講習
（ビデオ喉頭鏡） 2日

　〃　　　上級幹部科 3日

0

災害現場指揮科 3日 0

計

1

1

救急科 38日 1

救急救命東京研修所 6ヶ月 1

0

0

神
戸
市

消
防
大
学
校

特殊災害課程

4 1700 1 4 8

3日 0

1

7日

火災調査科

12日 1

山岳救助器具取扱研修

1

救急救命士追加講習
（処置拡大二行為） 5日
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救急普及啓発広報車 日産 ABG-DVW41 2019

（令和７年4月1日現在）

西
分
署

東
分
署

消
防
署

消防ポンプ車 日野 TKG-XZU685M 2014 CD-Ⅰ型 モリタ
1段ボリュー
トポンプ A-2 600

救急車 トヨタ CBF-TRH226S 2015 高規格

1,500 40

救急車 トヨタ CBF-TRH226S 2019 高規格

水槽付ポンプ車 日野 BDG-GD7JGWA改 2010 水Ⅰ-A型 モリタ

KF-LN167 2004

水槽付ポンプ車 日野 2KG－GX2ABA 2018

救助工作車 日野 2KG-GX2ABA 2024

高規格

はしご車

RⅢ型 テイセン

後方支援車 スズキ ABA-JB23W 2014

支援車 日産 DBA-NT32 2017

2段バランス
タービン A-2

指揮車 トヨタ

資器材搬送車 トヨタ TKG-XZU775 2015

人員搬送車 トヨタ CBA-TRH219W 2013

指令車 日産 KG-CWMGE25 2002

救急車

トヨタ 3BF-TRH226S 2021 高規格

トヨタ 3BF-TRH226S 2020

トヨタ 3BF-TRH226S 2023 高規格

日野 2DG-PR1APJF 2018 35m級 モリタ

日野 2DG-GD2ABA 2021 15m級 モリタ

1段ボリュー
トポンプ A-2

1段ボリュー
トポンプ A-2 1,500 500化学車 日野 SDG-GX7JGAA改 2017 化I-B型 モリタ

消防ポンプ車 日野 2KG-XZU685M 2023 CD-Ⅰ型 モリタ

水Ⅱ型 モリタ
1段ボリュー
トポンプ A-2 2,000

広報車 日産 DBA-E11 2011

団本部車 日産 ６AA-GFC28 2025

規格
ポ　ン　プ　性　能　等

製作所 種別 級別 水槽(L) 薬液(L)

第２章　　警防

車名 型式 年式

消
防
本
部

本部車 日産 DBA-J32 2025

指揮車 三菱 CBA-CS6A 2007

団広報車 スズキ HDB-DA64VZ改 2014

団災害支援車 スバル EBD－TV2 2010

消防緊急車両等の一覧表
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53局

サイレン親局 1局

可搬型 消防本部　　　　　　　　　　　  10Ｗ 1局

携帯型

車載型
（20台）

受令機
消防本部  　　災害支援車 1台

消防団    　消防団車両 12台

携帯型
（30台）

サイレン子局
活動波１　　          　　　　　 5Ｗ 8局

活動波１　　          　　　　　 1Ｗ 7局

署活系400MHｚ 消防団　                     　  1Ｗ

西分署・東分署　　　　　　　　　10Ｗ 2局

活動波１　　　          　　　　 5Ｗ 30局

活動波２　　　          　　　　 5Ｗ 30局

主運用波　　          　　　　　 5Ｗ 30局

統制波　　　　          　　　　 5Ｗ 90局

主運用波　　　　          　　 2.5Ｗ 1局

統制波　　　　　          　 　2.5Ｗ 3局

陸
上
移
動
局

活動波１　　　　          　　　10Ｗ 20局

活動波２　　　　　          　　10Ｗ 20局

主運用波　　　　　          　　10Ｗ 20局

統制波　　　　　          　　　10Ｗ

消防署　                     　  1Ｗ 45局

60局

卓上型

消
防
救
急
業
務
用
無
線

基
地
局

消防本部

活動波１　　　　          　　　10Ｗ 1局

活動波２　　　　          　　　10Ｗ 1局

主運用波　　　　　          　　10Ｗ 1局

統制波　　　　　          　　　10Ｗ 3局

乙原中継所

活動波１　　　          　　　 2.5Ｗ 1局

活動波２　　　　          　　 2.5Ｗ 1局

加入電話 ダイヤルイン 9回線

FAX（一般） 2回線

一般加入電話（代表） 3回線

消防緊急通信指令システム　Ⅱ型 1台

災害情報案内

NET119緊急通報システム 1回線

第３章　消防指令

・消防通信施設状況

区　分 指　　令　　種　　類

3回線

緊急電話

119専用電話（携帯電話含む） 8回線

高速道路専用 1回線

緊急通報FAX 1回線

設　置　数

指令装置
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１　防火対象物棟数の現況
3項 12項 13項

イ ロ ロ ニ ロ イ ロ イ ロ ハ ニ イ イ イ ロ
劇
場
・
映
画
館
・
観
覧
場

公
会
堂
・
集
会
場

遊
技
場
・
ダ
ン
ス
ホ
ー

ル

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ

ク
ス
等

飲
食
店

百
貨
店
・
市
場
・
マ
ー

ケ
ッ

ト
等

旅
館
・
ホ
テ
ル
・
宿
泊
所

寄
宿
舎
・
下
宿
・
共
同
住
宅

病
院
・
診
療
所
・
助
産
所

福
祉
施
設
等
（

老
人
短
期
入
所
施
設
等
）

福
祉
施
設
等
（

老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

等
）

幼
稚
園
・
養
護
学
校
等

小
・
中
・
高
･
大
・
各
種
学
校

図
書
館
・
美
術
館
等

船
舶
の
発
着
場
・
車
両
の
停
車
場

神
社
・
寺
院
・
教
会
等

工
場
・
作
業
場

自
動
車
車
庫
・
駐
車
場

倉
　
庫

前
各
項
に
該
当
し
な
い
事
務
所

複
合
用
途
の
う
ち
特
定
用
途
を
有
す
る
も
の

イ
以
外
の
複
合
用
途
対
象
物

文
　
化
　
財

3 51 5 2 129 183 66 764 62 28 71 32 178 13 10 99 463 74 256 598 249 82 15

3 51 5 2 124 185 65 758 61 28 71 33 178 12 10 99 467 72 248 577 250 81 15

3 53 5 2 113 186 61 730 58 28 66 33 176 12 10 101 457 71 226 540 238 77 15

3 56 2 3 109 184 60 721 56 27 66 33 175 15 10 101 454 69 224 533 238 77 15

3 57 2 2 100 180 59 709 55 26 66 33 175 14 10 98 454 69 205 519 228 76 15

２　過去５年間の防火対象物棟数の推移

4項

令和６年度

3,155令和２年度

令和３年度 3,231

3,395

令和４年度 3,261

令和５年度

3,433

第４章　　予防

8項
10
項

11
項

14
項

15
項

16項
7項

17
項

合
　
　
　
　
計

6項5項　
用
途
別
　
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度

１項 2項

3,433
3,395

3,261
3,231

3,155

3,000
3,050
3,100
3,150
3,200
3,250
3,300
3,350
3,400
3,450
3,500

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度
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５　予防査察の実施状況
3項 5項 12項 13項

イ ロ ロ ニ ロ イ ロ イ ロ ハ ニ イ イ イ ロ
劇
場
・
映
画
館
・
観
覧
場

公
会
堂
・
集
会
場

遊
技
場
・
ダ
ン
ス
ホ
ー

ル

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ

ク
ス
等

飲
食
店

百
貨
店
・
市
場
・
マ
ー

ケ
ッ

ト
等

旅
館
・
ホ
テ
ル
・
宿
泊
所

寄
宿
舎
・
下
宿
・
共
同
住
宅

病
院
・
診
療
所
・
助
産
所

福
祉
施
設
等
（

老
人
短
期
入
所
施
設
等
）

福
祉
施
設
等
（
老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

等
）

幼
稚
園
・
養
護
学
校
等

小
・
中
・
高
･
大
・
各
種
学
校

図
書
館
・
美
術
館
等

船
舶
の
発
着
場
・
車
両
の
停
車
場

神
社
・
寺
院
・
教
会
等

工
場
・
作
業
場

自
動
車
車
庫
・
駐
車
場

倉
　
庫

前
各
項
に
該
当
し
な
い
事
務
所

複
合
用
途
の
う
ち
特
定
用
途
を
有
す
る
も
の

イ
以
外
の
複
合
用
途
対
象
物

文
　
化
　
財

そ
の
他

2 26 4 2 115 149 16 520 55 18 55 19 46 5 9 53 205 15 55 319 231 72 12 38

0 0 0 0 15 18 4 24 5 5 5 5 6 0 0 3 24 3 5 23 27 3 6 0

2
R6年度

防火対象物数
（事業所数）

査察実施件数
（事業所数）

　
用
途
別
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
　
区
分

17項

合
　
　
　
　
計

2,041

181

15項
16項１項 2項 4項 6項 7項 8項 10項 11項 14項

12
R5年度

増減
-1
1
4
-8

10
14
72

3
-10
9
2

44
328

21
306

増減

2932

-23
-22

催物開催届
防火対象物使用開始届

露店開設届
改修計画書

R6年度

0
11
18
64
7
57
65
11

4
67
56
9

R5年度
1

届　　出　　種　　別
百貨店等の避難通路届
炉・ボイラー等設置届
裸火等禁止行為解除申請

火煙上昇届
消防用設備設置届
消防用設備等の特例基準適用願
消防用設備等点検結果報告書
防火対象物定期点検報告

届　　出　　種　　別
防火管理者選解任届
消防計画届
消防訓練実施計画届
消防用設備着工届・工事計画届 152

228

184
659

1
302
3

142
678
148

-9
5

R6年度
156

増減
-35
-42
19
-4
74
2

40

合計

614

47
増減
-5

三田市

防火対象物定期点検特例申請
1
13

1
7
46

8
59

防災管理定期点検報告
代表者等氏名変更届

合計

783
64
6

169

LPG･少危･指可貯蔵取扱届

３　各種届出状況
R5年度
191

73

計

４　消防同意処理件数

20 23 3発電変電蓄電池設備設置届 危険物関係届

R5年度
52

R6年度
54

R5年度
7

増減
7

指定機関
R6年度
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岡田　真依

優秀賞　　中西　ひかり 優秀賞　　森本　恵太

特別賞 すずかけ台小学校

最優秀賞　　高林　真広

青山　優衣
織田　瑞生

広野小学校
狭間小学校
狭間小学校
学園小学校
富士小学校特別賞

最優秀賞

森本　恵太
齋藤　圭

八野　ひなた

優秀賞
高林　真広

中西　ひかり
優秀賞
特別賞

6　　防火ポスターコンクール実施状況

特別賞
5点

特別賞
特別賞

すずかけ台小学校
すずかけ台小学校

令和6年度　防火ポスターコンクール 入賞者

145点
出　点　数 最優秀賞

1点
優秀賞
2点
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7　危険物製造所等類別許可施設及び予防査察状況
       消防法第11条の許可施設（完成検査済証交付施設）を類別に表しました。
      また、下段は同法第16条の5に基づく予防査察の状況です。

令和6年度　危険物安全週間 消防訓練

令和7年4月1日現在

2522 18

011 80 47 9 52

第6類 1 1

15 23 32

0

 
区
分

　　
　
　
種
別

合
　
　
　
計

製
　
造
　
所

貯　　　　蔵　　　　所 取　　扱　　所

屋
　
　
内

屋
外
タ
ン
ク

屋
内
タ
ン
ク

地
下
タ
ン
ク

移
動
タ
ン
ク

屋
　
　
外

給
　
　
油

一
　
　
般

簡
易
タ
ン
ク

第
一
種
販
売

第
二
種
販
売

移
　
　
送

15 230 32合計 308

52

390

類
　
　
　
　
　
別

第1類 0

第2類 0

2

第4類 297 10 71 47 9

150倍を超え
200倍以下

6 3 1

10倍を超え
50倍以下

85 11

0

第3類 0

38

第5類 2

90 27

混在 8 1 6

5倍を超え
10倍以下

79 4 23

1415 1 5

8 3 17

7 5 16

7

1

21 1 19 7 10 16

17

3

8 1

50倍を超え
100倍以下

23 3 4 10

1

3

1
100倍を超え
150倍以下

変更許可 30

200倍を超え
1000倍以下

19 6 1 12

R4年度

2

25

設置許可

8　製造所等申請状況

1

令和6年度中に
査察を行った施設数 208 12 47 43 6 22

1

12 1

13

数
　
　
　
　
　
量
　
　
　
　
　
別

5倍以下

R5年度

5

14

12

2

3

85

R6年度

21

9

3

25

1

合計 88

設置完成 1

変更完成 27

仮使用 26

仮貯蔵 3

13

49

28



１　概　要
配置職員

　平成15年６月　消防署西分署庁舎建設開始
　平成16年３月　消防署西分署庁舎竣工 消防司令補　1名
　平成16年４月　消防署西分署業務開始　

建築概要 消防司令（主幹）　１名
　構造　　／鉄骨造2階建て 消防司令補　４名
　建築面積／  493 ㎡ 消防士長　１名
　敷地面積／1,880 ㎡  ※ 救急救命士  ４名
　床面積　／  668 ㎡

管轄分団・地区 消防司令補　４名
消防士長　1名

 ※ 救急救命士  ３名

 水槽付消防ポンプ自動車(３号車)　
 高規格救急自動車（92号車）
 指揮車(27号車)

　テクノパーク(救急業務に限る)  消防隊・救急隊乗り換え運用
　舞鶴若狭自動車道

分署長　（本署副署長兼務）

第５章　　西分署

令和７年４月１日現在

消防士　1名

東山・溝口・四ッ辻
東本庄・須磨田・長坂

つつじが丘・大川瀬・藍本

当務第２係　 ６名

７分団 井ノ草・大畑・上本庄・洞

西　　分　　署
市民（地域の皆様）から愛され、親しまれ、信頼される西分署

３分団 上青野・下青野・北浦・末

６分団 上相野・下相野・西相野

当務第１係　 ６名

隊　運　用

車　　両

広野・宮脇・加茂・広沢

４分団 母子
上井沢・下井沢・中内神・下内神
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２　活動内容　（令和６年度）
● 警防調査 ● リスクマネージメント研修
　 管轄内の防火対象物の実態把握に努め、有事 　 日頃のヒヤリハット事象等を検証し、安全な
   の際には安全・確実・迅速な消防活動を遂行    活動につなげる。
   する。

● 防火広報 ● 署長点検
 　気象情報発令時等には防火広報を積極的に実 　 署員の規律統制を行い、日々の研修成果につ
   施することにより、市民に注意喚起し、災害    いての報告等を行う。
   を未然に防止する。

● 訓練・研修 ● 水利点検
 　救急研修・警防研修・予防研修を実施するこ  　管轄内の消防水利の保守点検を実施し、有事
   とにより、現場活動に活かし、地域の安全・    の際の有効活用を図る。
   安心を図る。

● 車両点検 ● 消防車両の派遣
 　日々の定例点検に加え、毎月1回、車両・資  　広報訓練・幼稚園等に車両を派遣し、防火意
   器材の詳細点検を実施し、常時使用可能な    識の普及啓発を図る。
   状態を維持する。

● 庁舎管理作業 ● その他
 　庁舎の美化作業を行う。 　 西分署管内の狭隘地域を調査し、地理の精通

   に努める。
　 来庁者に消防車両や救急車両の紹介等を行い
   親しまれる消防を目指す。
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１　概　要
令和７年４月１日現在

平成22年９月　消防署東分署庁舎建設開始 配置職員
平成23年３月　消防署東分署庁舎竣工　 分署長　（本署副署長兼務）									
平成23年４月　消防署東分署業務開始 消防司令 （主幹）１名

当務第１係　５名
建築概要 　　　　　　　 消防司令（主幹) １名　　

構造　　／鉄骨造１階建て 　  消防司令補 ２名　
建築面積／　429 ㎡  消防士長 　２名
敷地面積／1,298 ㎡ 　　　　　　　当務第２係  ５名
床面積　／　408 ㎡  消防司令補 ４名

 消防士長　 １名
管轄分団・地区  ※ 各係救急救命士  ４名

三輪（一部）・大原（一部）
永沢寺・乙原・小野・香下・志手原 車  両
成谷・尼寺　  消防ポンプ自動車（２号車）
上槻瀬・川原・木器・市之瀬  高規格救急自動車（94号車）
小柿・酒井・下里・下槻瀬  後方支援車（24号車）

　 末吉・鈴鹿・田中・十倉
隊 運 用

　   消防隊・救急隊乗り換え運用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

波豆川・布木

５分団

第６章　　東分署

東　　分　　署
市民（地域の皆様）と、この街を守り、一歩先に行動する。

２分団
４分団
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２　活動内容（令和６年度）
● 水利点検 ● 分署長点検

　

● 防火広報 ● 車両点検
　

　

　

　 ● 施設見学
● 訓練・研修 　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　
　
　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日頃のヒヤリハット事象等を検証
し、安全な活動に繋げる。

リスクマネージメント研修

救急研修・警防研修等を実施するこ
とにより、現場活動に活かし、地域
の安心安全を図る。

署員の規律統制を行い、日々の研修
成果についての報告等を行う。

日々の定例点検に加え、車両資機材
の詳細な点検を実施し、有事の際に
常時使用可能な状態にする。

消防車両や救急車両の紹介等を行
い、市民に信頼され、親しまれる消
防を目指す。

管轄内の消防水利の保守点検を実施
し、有事の際は有効活用を図る。

気象情報発令時等には防火広報を積
極的に実施することにより、市民に
注意喚起し、災害を未然に防止す
る。
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１　消防団の沿革
S 14.4　　三田警察署管内に警防団設置 S 63.10　　第1分団（相生町）小型動力ポンプ
S 22.4　　消防団令公布により警防団を消防団 付積載車更新

に改組 H 元.11　　第2分団（三輪）小型動力ポンプ付
S 31.9　　有馬郡三田町、三輪町、広野村、小 積載車更新

野村、高平村の5ヶ町村の合併によ H 2.9　　第2分団（大原）消防器具庫新設
り、三田町消防団が発足した H 2.10　　第3分団（広野）第6分団（下相野)

S 32.5　　支団制を制定して、5支団をもって 小型動力ポンプ付積載車更新
市街地を中心に全地域の防災体制を H 3.9　　第3分団(北浦)第4分団(乙原)第5
強化した 分団(上槻瀬)小型動力ポンプ付積載

S 32.7　　有馬郡藍村、本庄村との合併により、 車更新
6支団に強化された H 3.12　　第3分団(広野)消防器具庫新設

S 33.7　　市制施行に伴い、三田市消防団と改 H 4.9　　第6分団（藍本）第7分団(本庄）
めた 小型動力ポンプ付積載車更新

S 35.7　　三田市消防制度改革審議議会設置 H 4.12　　第6分団(下相野）消防器具庫新設
S 41.5　　三田市消防本部を設置 及び無線サイレン吹鳴装置器具庫へ
S 42.12　　第3分団（上井沢）消防器具庫新設 移設
S 43.3　　第5分団（鈴鹿）消防ポンプ車配備 H 5.8　　第4分団（志手原）小型動力ポンプ
S 44.11　　第7分団（大畑）消防ポンプ車配備 付積載車更新
S 45.11　　第1分団（京口）消防ポンプ車配備 H 5.9　　第1分団から第4分団までの各車両
S 46.12　　第2分団（縄手）消防ポンプ車配備 に受令機を設置
S 47.10　　第6分団（下相野）消防ポンプ車配 H 6.3　　第3分団(北浦）第5分団（鈴鹿）

備 第6分団（藍本）第7分団（本庄）
S 47.11　　第6分団（下相野）消防器具庫新設 各車両に小型ポンプ積載
S 49.10　　第3分団（北浦）、第4分団（乙原） H 6.3　　三田市消防制度改革審議議会条例

第5分団（上槻瀬）に小型動力ポン 廃止
プ付積載車配備 H 6.10　　第5分団から第7分団までの各車両に

S 50.3　　第3分団（北浦）消防器具庫新設 受令機を設置
S 50.10　　第6分団（藍本）、第7分団（本庄） H 6.10　　第3分団（広野）第5分団（上槻瀬）

に小型動力ポンプ付積載車配備 第6分団（下相野）第7分団（大畑）
S 51.8　　第4分団（志手原）小型動力ポンプ 各車両に小型ポンプ（15PS）積載

付積載車配備 H 7.7　　消防団旗並びにはしご演技まとい購
S 55.3　　第5分団（上槻瀬）消防器具庫新設 入
S 55.3　　藍本、北浦地区に無線サイレン吹鳴 H 7.10　　第1分団　第2分団　第4分団（乙　

装置を設置 原）各車両に小型ポンプ（15PS)
S 56.3　　第7分団（本庄）消防器具庫新設 積載
S 56.3　　大畑、乙原、高平に無線サイレン吹 H 7.10　　消防団本部専用車購入

鳴装置を設置 H 8.4　　第1分団　第2分団各器具庫に無線　
S 56.11　　相野、本庄、広野、志手原地区に無 サイレン吹鳴装置設置

線サイレン吹鳴装置を設置 H 8.8　　はしご演技まとい購入
S 56.12　　第4分団（志手原）消防器具庫新設 H 9.12　　市役所南分館に無線サイレン吹鳴装
S 57.9　　消防活動の円滑を図るため、全分団 置を新設

に携帯用無線機を配備 H 9.12　　第6分団（藍本）無線サイレン吹鳴
S 58.3　　第1分団（京口）消防器具庫新設 装置を更新
S 58.11　　第7分団（大畑）消防器具庫新設 H 10.3　　消防団器具庫12ヶ所に防災資器材
S 59.3　　第6分団（藍本）消防器具庫新設 18品目を配備
S 59.12　　第4分団（乙原）消防器具庫新設 H 12.1　　第5分団（上槻瀬）ホース干し場新
S 61.1　　第1分団（京口）、第2分団（縄手） 設、無線サイレン吹鳴装置更新

に小型動力ポンプ付積載車配備 H 12.12　　第3分団（北浦）ホース干し場新設
S 61.2　　第5分団（鈴鹿）消防器具庫新設 無線サイレン吹鳴装置更新
S 61.3　　鈴鹿地区に無線サイレン吹鳴装置を H 13.10　　第7分団（東本庄）ホース干し場新

設置 設
S 61.12　　第7分団（大畑）小型動力ポンプ付 H 13.11　　第5分団（十倉）ホース干し場新設

積載車更新 無線サイレン吹鳴装置更新
S 62.11　　第5分団（鈴鹿）小型動力ポンプ付 H 14.11　　第7分団（大畑）ホース干し場新設

積載車更新 無線サイレン吹鳴装置更新

第７章　　消防団
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H 15.3　　第3分団（広野）ホース干し場新設
無線サイレン吹鳴装置更新

H 16.11　　第5分団（鈴鹿）小型動力ポンプ付
積載車更新
第7分団（大畑）小型動力ポンプ付
積載車更新

H 17.3　　第7分団（本庄）消防器具庫新設
及びホース干し場新設、無線サイレ
ン吹鳴装置更新

H 18.3　　第4分団（乙原）ホース干し場新設
無線サイレン吹鳴装置更新

H 19.3　　第6分団（藍本）消防器具庫新設
及びホース干し場新設、無線サイレ
ン吹鳴装置更新

H 20.3　　第1分団小型動力ポンプ付積載車
更新

H 21.1　 第2分団小型動力ポンプ付積載車
更新

H 21.2　 第6分団（下相野）ホース干し場新設
無線サイレン吹鳴装置更新

H 21.11　第3分団（広野）第6分団（下相野）
小型動力ポンプ付積載車更新

H 21.12　第1分団ホース干し場新設
H 22.2　 三田市消防団が（公財）日本消防協会

から特別表彰まといを受章
H 22.2　 （社）日本損害保険協会から小型

動力ポンプ付積載車を寄贈される
H 22.11　第4分団（乙原）第5分団（上槻瀬）

小型動力ポンプ付積載車更新
H 23.12　第3分団（北浦）小型動力ポンプ付

積載車更新
H 24.1　 女性消防団員が消防団本部付で発足
H 24.8　 消防団安全対策設備費補助事業により

各分団に防災資器材5品目を配備
H 24.10　第6分団（藍本）第7分団（本庄）

小型動力ポンプ付積載車更新
H 25.10　第4分団（志手原）小型動力ポンプ付

積載車更新
H 26.3　 消防庁無償貸付により防災資器材等

9品目を配備

H 28.9
H 28.12

H 30.3
H 30.5
R 2.7
R 3.3
R 3.4
R 3.10 第5分団(鈴鹿と上槻瀬)消防器具庫

を統合し消防器具庫新設
R 4.12
R 5.3 第3分団(広野と北浦)消防器具庫

を統合し消防器具庫新設

第4分団(志手原)消防器具庫新設

H 28.3 第2分団(三輪)消防器具庫新設

県内初企業連携消防団発足
(株式会社モリタ)

消防団に災害用タブレット配備(13台)

チェーンソー配備（12台）
新基準活動服を配備
耐水性感染防止衣を配備

可搬型灯光器配備（12台）

発電機配備（12台）
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２　消防団組織表

以　　下　　同　　じ

３　市勢に対する消防力

４　消防団員出動状況

117

人数（人） 215 12 0 1,179 1,420 2,826

0 26 75回数（回） 15 1

種別
火災 水防 警戒

区分

8,872人

3,956世帯

15,210人

6,782世帯

その他 計訓練

消防ポンプ（車両）
1台当り

17.52㎢

団員1人当り 分団1ヶ所当り

30.05㎢0.3㎢

160人

71世帯

区　分

面　積

人　口

世帯数

市

長

団

長

副
団
長

第1分団長

第2分団長

第3分団長

第4分団長

第5分団長

第6分団長

第7分団長

副分団長 部長 班長 団員

広報部部長

企業連携消防団

団員

団員

デジタル部部長 団員
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５　分団別団員数

６　年齢別団員数

７　消防団器具庫一覧

7
大畑 大畑153 鉄骨造 1 81.14 24.00 24.00

本庄 東本庄字大橋1918-7 鉄骨造 2 137.30 32.00 64.00

6
下相野 下相野字坊田86-1・85-5 鉄骨造 2 143.58 37.86 69.30

藍本 藍本1192-2 鉄骨造 1 187.05 39.19 39.19

下里147-1 鉄骨造 1 543.83 158.40 158.40

4
志手原 志手原字横尾1323-2 鉄骨造 2 260.02 39.82 79.64

乙原 乙原字竹の添932-4 鉄骨造 1 46.89 24.00 24.00

5

2 三田市三輪2丁目690-7 鉄骨造 2 126.01 39.82 79.64

三田市上井沢２８９-1 軽量鉄骨造 1 585.24 196.86 196.863

分団 所在地 構造 階数
敷地面積

㎡
建築面積

㎡
建築延面積

㎡

1 相生町26-15 鉄骨造 2 61.36 27.86 54.52

704

令和7年4月1日現在

階級別

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 計
区分

24
定数 1 3 7 14 12 68 599

70 82

第2分団 1 2

31
第1分団 1 2 1 6 64 74
本部 1 1 2 3

第5分団 1 2 2 11

78
15 105 125

第4分団 1 2 2 7
第3分団 1 2 2

第6分団 1 2 2 11 68 84
9 67 81

合計 1 1 7 14 14 68
第7分団 1 2 2

561 666

実
　
数

1 6 68

95 111

（令和7.4.1現在）

階級別

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 計
年齢別

18才～25才 11 11
26才～30才 1 17 18
31才～35才 3 30 33

2 69 71
41才～45才 2 21
36才～40才

123 146
46才～50才 2 5 24 135 166
51才～55才 1 6 4 7 107 125

6 39 54
6１才以上 1 1 3 2 1 4
56才～60才 3 4 2

666
30 42

計 1 1 7 14 14 68 561
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８　消防ポンプ自動車保有状況

下相野

乙原

志手原

購入年月分団別
車両・ポンプ 車・ポンプ 馬力

3

5

放水量

2

6

4

可搬式積載車 トヨタ 2009年1月 91

可搬ポンプ トーハツ 2009年1月 15 C-1

藍本

1

可搬式積載車 トヨタ 2008年3月 91

可搬ポンプ トーハツ 2008年3月 30 B-2 1

級別

可搬ポンプ トーハツ 2009年1月 30 B-2 1

可搬ポンプ トーハツ 2008年3月 15 C-1 0.53

種別 メーカー名 （ＰＳ） ㎥／ｍｉｎ

C-1 0.52009年11月 15

0.5

可搬ポンプ トーハツ 2009年11月 30 B-2 1

可搬式積載車 トヨタ 2009年11月 91

可搬式積載車 トヨタ 2011年12月 91

可搬ポンプ トーハツ

可搬ポンプ トーハツ 2011年12月 30 B-2 1

可搬ポンプ トーハツ 2011年12月 10 C-1 0.6

C-1 0.5

可搬ポンプ トーハツ 2013年10月 30 B-2 1

可搬式積載車 トヨタ 2013年10月 91

可搬式積載車 トヨタ 2010年11月 144

可搬ポンプ トーハツ 2013年10月 10

可搬ポンプ トーハツ 2010年11月 30 B-2 1

可搬ポンプ トーハツ 2010年11月 10 C-1 0.5

C-1 0.5

可搬ポンプ トーハツ 2010年11月 30 B-3 1

可搬式積載車 トヨタ 2010年11月 144

可搬式積載車 トヨタ 2004年11月 91

可搬ポンプ トーハツ 2010年11月 10

可搬ポンプ トーハツ 2004年11月 62 B-2 1.29

可搬ポンプ トーハツ 2004年11月 15 C-1 0.53

C-1 0.5

可搬ポンプ トーハツ 2009年11月 30 B-2 1

可搬式積載車 トヨタ 2009年11月 91

可搬式積載車 トヨタ 2012年10月 77

可搬ポンプ トーハツ 2009年11月 15

可搬ポンプ トーハツ 2012年10月 30 B-2 1

可搬ポンプ トーハツ 2012年10月 10 C-1 0.5

可搬ポンプ トーハツ 2004年11月 62 B-2 1.29

可搬式積載車 トヨタ 2004年11月 91

機能別班
(企業連携消防団)

7

可搬式積載車 トヨタ 1998年2月 91

可搬ポンプ トーハツ 2004年11月 15 C-1

本庄

大畑

B-2

可搬式積載車 トヨタ 2012年10月 91

2023/4/1

可搬ポンプ ラビット 2010年1月 28 B-2 1

可搬ポンプ トーハツ 2012年10月 10 C-1 0.5

0.53

1可搬ポンプ トーハツ 2012年10月 30
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第１節　火災の部

火災概況

1　年別火災状況

※火災に直接起因する死者のほか、火災による受傷後48時間以内の死者を含みます。
※受傷後48時間が経過し、30日以内に死亡した「30日死者」を含みます。

第８章　各種災害の状況

前年比

出動台数

12

0 0 1

4

4 7 3

5 26

△ 4

△ 57

11

出動人員

負傷者

火災件数

焼損棟数

り災世帯

り災人員

死者※

385 580 374

106 167

△ 206

△ 14

1

110

△ 3

令和６年（２０２４年）

△ 4

△ 8

△ 65

26 32 28

11 21 13

令和４年 令和５年 令和６年

　火災件数全体では前年の３２件から減少して２８件となり、火災種別ごとにみると
「建物火災」と「林野火災」が減少しており、「その他の火災」が増加となっておりま
す。
  損害額については、３８,９５９千円です。

0

1

000

151410その他の火災

火
災
種
別

建物火災 9

4

3

0

林野火災

車両火災

船舶火災

航空機火災

△ 2

0

0

14

3

1

0

11

1

1

0
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２　各種推移状況

 ・火災件数の推移

 ・火災種別件数の推移

 ・火災による死者数、負傷者数の推移

26

32

28

20

30

40

令和４年 令和５年 令和６年

火災件数

9

14
11

4
3

1
3 1

1
0 0 0

10

14

15

0

5

10

15

20

令和４年 令和５年 令和６年

建物火災

林野火災

車両火災

船舶火災

航空機火災

その他の火災

0
0

1

4

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

令和４年 令和５年 令和６年

死者数

負傷者数
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 ・焼損面積の推移

 ・火災損害額の推移

1,825,785

0

0

524

38,959

0

0

5,268

令和６年令和５年令和４年

20,380829,1701,132

損害額
（千円）

建物

車両 1,563 1,926 581

0船舶

989,421 17,474

8 0 0

31

3,430

航空機 0

収容物 696

林野

※令和５年は大規模工場火災が発生したため、焼損面積・火災損害額が大幅に増加しています。

建物
（㎡）

林野
（ａ）

焼損面積

令和６年

174

2

令和４年 令和５年

75 11,218

63 54

その他

計

75

174

63
54

2
0

30

60

90

120

150

180

10000

13000

令和４年 令和５年 令和６年

焼損面積

建物（㎡）

焼損面積

林野（ａ）

1,132 

829,170

20,380

696 

989,421

17,474

1,563 
1,926 

58131 

5,268 

524
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1500
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4500

100000

1000000

令和４年 令和５年 令和６年

建物

収容物

林野

車両

船舶

航空機

その他
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３　地区別火災発生件数

0 15計 28 11 1 1 0

1

藍 2 2

高平 1

1

3

小野 3 2 1

広野 5 1 1

その他

火災件数

計地　区

本庄 7 3

建物 林野 車両 船舶 航空機

1

三輪 2 1 1

三田 2

つつじが丘

テクノパーク 2

0

1

4

1

カルチャータウン 0

ウッディタウン 3 2 1

フラワータウン 1 1

1 1
2

3

1
2

1

1

1

1 1

3

1

1
2

4

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

建物 林野 車両 船舶 航空機 その他
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４　月別火災発生件数

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

3 5 4 5 1 0 0 1 1 1 2 3

1 4 8 2 3 0 2 4 0 2 1 5

3 1 7 1 1 0 1 4 3 2 2 3

５　署所別火災発生件数

※その他の火災とは、建物、林野、車両、船舶、航空機以外の火災です。

建物

6

3

林野

1

0西分署

11

12

令和　４年

車両 船舶

1

令和　５年

令和　６年

火災件数
計署所

航空機 その他

東分署 5

3

9

32 0 0

0

0

0

0

0

0

0

本署

6

3

2
1

0 0

1

0 00 0 00 0 0

3

9

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本 署 西分署 東分署

建物 林野 車両 船舶 航空機 その他

3

5

4

5

1

0 0

1 1 1

2

3

1

4

8

2
3

0

2

4

0

2

1

5

3

1

7

1 1

0

1

4

3

2 2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

令和 4年（左）

令和 5年（中）

令和 6年（右）
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６　火災原因別発生状況

件数 件数

3 1

1

5

4

1 1

6

6

※平成３０年から焼却火と畦焼きを【火入れ】として取り扱っています。

７　過去５年間の火災発生原因

※火災発生原因のうち【その他】については火災発生原因順に含んでいません。

令和　５年 火入れ 不明・調査中 放火の疑い

令和　２年 不明・調査中 火入れ こんろ

火入れ令和　４年 こんろ不明・調査中

令和　３年 火入れ こんろ、たばこ、排気管、不明・調査中

風呂かまど

火あそび

マッチ・ライター

たき火

溶接機・切断機

火入れ

放火

放火の疑い

出火原因 出火原因

たばこ

こんろ

かまど

排気管

電気機器

炉

焼却炉

ストーブ

こたつ

ボイラー

煙突・煙道

内燃機関

配線器具

灯火

衝突の火花

取灰

令和　６年 不明・調査中 たき火 火入れ

その他電気装置

不明・調査中電灯・電話等の配線

火災発生原因１位 火災発生原因２位 火災発生原因３位

6 6

5

4

3

1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7
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そ

の

他

１月 44 5 6 1 28 3 1

２月 38 2 4 2 22 4 3 1

３月 32 2 2 1 2 1 22 1 1

４月 26 4 1 1 13 3 3 1

５月 30 1 1 2 14 9 3

６月 33 1 4 3 2 1 1 18 3

７月 47 5 1 3 4 1 1 19 13

８月 26 1 1 1 2 1 12 8

９月 35 4 4 1 1 12 13

１０月 36 2 3 1 2 1 11 15 1

１１月 43 3 2 1 4 22 10 1

１２月 44 3 4 4 25 8

年間計 434 23 1 34 1 2 1 34 6 2 7 218 90 10 1 4

９　署所別その他の消防活動発生件数

そ

の

他

本署 325 16 1 11 1 22 6 2 6 184 66 5 1 4

西分署 72 6 15 1 2 12 1 16 15 4

東分署 31 1 8 14 7 1

他市 6 4 2

計 434 23 1 34 1 2 1 34 6 2 7 218 90 10 1 4

ヘ
リ
受
援
準
備

風
水
害

地
震

そ
の
他

山
岳
捜
索

水
難

行
方
不
明

８　月別その他の消防活動件数

救
急
支
援

救
助
支
援

現
場
指
揮

計

その他の消防活動種別

特
別
警
戒

計

その他の消防活動種別

警戒出動 自然災害

特
別
警
戒

捜索 誤報等 指揮支援活動

油
漏
洩

ガ
ス
漏
洩

火
煙
確
認

そ
の
他
の
危
険
排
除

航
空
機

警
報
設
備
の
誤
作
動

誤
報
・
誤
認

虚
報

火
災
不
至

警
報
設
備
の
誤
作
動

行
方
不
明

ヘ
リ
受
援
準
備

現
場
指
揮

救
助
支
援

救
急
支
援

火
災
不
至

虚
報

そ
の
他
の
危
険
排
除

指揮支援活動

油
漏
洩

ガ
ス
漏
洩

火
煙
確
認

風
水
害

地
震

そ
の
他

山
岳
捜
索

水
難

誤報等捜索自然災害警戒出動

航
空
機

誤
報
・
誤
認
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第２節　救急の部

救急概況

１　年別救急出動状況
令和4年 令和5年 令和6年 前年比

搬送人員 4,000 4,191 4,245 54

救急出動件数 4,670 4,977 4,933 △44

10 14 13 △1

自然災害 0 0 0 0

水難 2 1 1 0

836 △18

交通 268 256 287 31

労働災害 48 52 46 △6

0 △１

事
故
種
別

そ
の
他

転院搬送

医師搬送

資器材搬送

その他

火災

378 391 412 21

加害 3 12

64 81 39 △42

自損行為 36 36 27 △9

急病

1 0 0 0

1 1

　令和6年の救急出動件数は4,933件で、前年4,977件と比べると44件の減少となりまし
た。1日当たりの出動件数は平均13.5件です。救急車の現場到着平均所要時間は8分40秒
で、傷病者が医療機関へ収容されるまでの平均所要時間は43分6秒です。

3,039 3,231 3,211 △20

３年分の救急出動件数・搬送人員の折れ線グラフ欄

9 △3

運動競技 44 48 52 4

一般負傷 776 854

4,670

4,977

4,933

4,000
4,191 4,245

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

令和4年 令和5年 令和6年

救急出動件数

搬送人員
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２　月別救急出動件数

年間計 4,933 13 0 1 287 46 52 836 9 27 3,211 412 0 0 39

計

事故種別

0 9

２月 401 68 0 3 268 0 2

１月 472 74 1 0 3273

4

1

3

15

４月 346 68 0 2 201 0 1

３月 365 63 1 4 2441

3

4

3

６月 357 48 0 2 250 0 3

５月 392 74 2 3 2410 2

3 3

10

８月 439 72 1 6 283 0 0

７月 517 76 3 1 342321 10

7

8

62

36

41 0

１０月 383 73 0 3 232 0 3

９月 403 65 0 1 26940 3

43

2

0

36

35

0

１２月 493 81 0 0 333 0 1

１１月 365 74 1 2 221

6

13

332

1

0

28

37

0

20

15

29

23

21

21

19

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

火
災

0

0

0

1

1

4

0

1

0

加
害

自
損
行
為

急
病

その他

転
院
搬
送

医
師
搬
送

自
然
災
害

水
難

交
通

労
働
災
害

運
動
競
技

一
般
負
傷

41

32

26

39

34

27

資
器
材
搬
送

そ
の
他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0 4

0 7

0 2

0 3
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３　署所別救急出動件数

計 4,933 13 0 1 287 46 52 836 9 27 3,211 412 0 0 39

４　傷病程度別搬送人員

５　年齢別搬送人員

※四捨五入により割合の合算が100にならない

　場合があります。

新生児…生後28日未満の者

乳幼児…生後28日～満7歳未満の者

少年　…満7歳以上～満18歳未満の者

成人　…満18歳以上～満65歳未満の者

高齢者…満65歳以上の者

※四捨五入により割合の合算が100にならない

  場合があります。

死亡…初診時において、死亡が確認されたもの。

重症(長期入院)…傷病の程度が3週間以上の入院

 　   　　　　　加療を必要とするもの。

中等症(入院診療)…傷病の程度が入院を必要とす

            るもので重症に至らないもの。

44

0

335

軽症(外来診療)…傷病の程度が入院加療を必要と

 　　　　　   　しないもの。

1

48

0

1

0

604 0 0 464

5 108 0 337

17 4

7

16 155

東分署 542 2 0 0

西分署 916 3 0 0

本署 3,475 8 0 1

計

事故種別

火
災

自
然
災
害

水
難

医
師
搬
送

資
器
材
搬
送

そ
の
他

交
通

労
働
災
害

運
動
競
技

一
般
負
傷

自
損
行
為

急
病

加
害

186

その他

転
院
搬
送

24 29 573 2272 0 348 20 320

軽症

2,064人

48.6%

中等症

1,948人

45.9%

重症

214人

5.0%

死亡

19人

0.5%

高齢者

2719人

64.1%

成人

1,160人

27.3%

少年

163人

3.8%

乳幼児

197人

4.6%

新生児

6人

0.1%
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６　曜日別救急出動件数

７　時間帯別救急出動件数

８　熱中症搬送人員

762
692

660 645

717
747
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９　普及啓発（各種講習）

命をつなぐ授業 6 187
心肺蘇生法と命の大切さを学ぶ授業
（三田市内の小学生高学年を対象）

応急手当普及員講習
基礎医学、心肺蘇生法、ＡＥＤ、止血

気道確保、指導技法
（※開催回数は３年毎の再講習を含む）

主な講習内容

心肺蘇生法、ＡＥＤ、止血、気道異物除去

心肺蘇生法、ＡＥＤ

普通救命講習

救急講習会

4 32

28 313

98 3,217

開催回数 受講者数区分
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第３節　　救助の部

救助概況

・救助活動、救助人員の推移

・救助出動件数の推移

３年分の救助出動件数の折れ線グラフ欄

１　救助出動状況

出動台数 592 367 392 25

出動人員 2,133 1,288 1,257 △ 31

前年比
区分

　令和6年の救助出動件数は116件（前年比19件減）、活動件数は53件（前年比7件減）、救助人
員は52人（前年比11人減）となっています。
　事故種別でみると、建物事故が一番多く60件（前年比17件減）、次いで交通事故が32件（前
年比7件増）、その他が16件（前年比10件減）、ガス及び酸欠事故が4件（前年比3件増）、水難
事故が2件（前年比3件減）、火災が1件（前年比増減なし）、機械事故が1件（前年比1件増）と
なっています。

年
令和４年 令和５年 令和６年

＊救助人員とは、救助活動により救出された人の数です。

救助出動件数 171 135 116 △ 19

活動件数 45 60 53 △ 7

救助人員 38 63 52 △ 11

171

135

116

100

130

160

190

令和４年 令和５年 令和６年

件数

45

60

53
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52
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40

50

60

70

令和４年 令和５年 令和６年

活動件数

救助人員
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２　月別救助発生件数

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

21 6 7 15 17 8 16 16 20 15 11 19

13 15 10 6 11 7 13 14 6 17 10 13

7 9 4 5 14 5 14 8 14 16 11 9

３　事故種別件数の推移
年

種別

・主要事故種別件数の推移

0 0 0

65 26 16 △10

計 171 135 116 △19

64 77 60 △17

1 1 4 3

0 0 0

2 0 1 1

自然災害

機械事故

建物事故

ガス及び
酸欠事故

破裂事故

1

25

5

1

32

2

令和４年 令和５年 令和６年 前年比

その他
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△3
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